
 

 

 

 

 

戸田市地域防災計画改訂（案） 

【概要版】 
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戸田市地域防災計画の改訂の目的・趣旨 
 

（１）改訂の背景 

令和元年 10 月 6 日に南鳥島近海で発生した台風第 19 号の接近・通過に伴い、10

日から 13 日までの総降水量が、神奈川県箱根で 1000ｍｍに達し、東日本を中心に

17 地点で 500ｍｍを超えました。特に、静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方の

多くの地点で 3、6、12、24 時間降水量の観測史上 1 位の値を更新するなど記録的な

大雨となりました。 

この大雨の影響で、広い範囲で河川の氾濫が相次いだほか、土砂災害や浸水害が発生

し、人的被害や住家被害、電気・水道・道路・鉄道施設等のライフラインへの被害が発

生するとともに、航空機や鉄道の運休等の交通障害が発生しました。 

戸田市では、軽症２名の人的被害、床上浸水 125 件、床下浸水 49 件の住家被害、

８箇所の越水又は溢水、市管理施設の被害が発生し、災害対策本部を設置して災害対応

に当たるなど、大きな影響を及ぼしたことから新たな課題が明らかとなりました。 

また、国に提出された提言「令和元年台風第 19 号等を踏まえた高齢者等の避難のあ

り方について（最終とりまとめ）」や「新型コロナウイルス感染症」などにより、避難

所に新たな区分を設けるとともに、密になりやすい空間で、感染症対策を徹底すること

が極めて重要です。 

 

（２）改訂の目的 

戸田市地域防災計画は、「災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）」第 42 条の

規定に基づき、市長を会長とする戸田市防災会議により策定される計画です。 
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※ 「防 災 基 本 計 画」は令和３年５月に修正 

※ 「埼玉県地域防災計画」は令和３年３月に改正 

１ 

防 災 基 本 計 画 中央防災会議 

埼玉県防災会議 

戸田市防災会議 

埼玉県地域防災計画 

戸田市地域防災計画 

国 

埼玉県 

戸田市 



 －2－ 

今回の改訂にあたっては、上記の背景を基に、国や埼玉県による防災対策の見直しの

動向を踏まえながら、戸田市で想定される風水害（荒川の氾濫等）や地震（首都直下地

震等）、さらには、火災、事故等による様々な大規模災害に対し、初動体制及び各種対策

計画の充実を図り、市、防災関係機関、地域・市民及び事業所等が連携し、円滑な避難

及び各種応急対応の実施を可能とする実効性ある地域防災計画への改訂を行うものです。 

 

戸田市地域防災計画の構成 
 

（１）戸田市地域防災計画の構成 

戸田市地域防災計画は、「総則及び災害予防計画編」、「災害応急対策計画編（風水害・

事故対策編）」及び「（災害復旧計画編）」、「災害応急対策計画編（震災対策編）」及

び「（災害復旧計画編）」の５編から構成され、これら本編とは別に、各種資料や様式を

綴った「資料編（現在改訂作業中）」があります。 

※巻末資料 「資料－１ 戸田市地域防災計画の構成」参照 

 

戸田市地域防災計画の主な改訂点 
 

（１）令和元年台風第 19号等の災害教訓及び新型コロナウイルス感染症対策

を踏まえた主な見直し事項 

① 台風第 19号の経験を踏まえた検討 

１） 災害時初動体制の強化・拡充 

〇 住家被害認定調査、り災証明書業務の充実【災害復旧計画編 2-10、2-11】 

「災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き（令和 3 年 5 月）」に基づい

て住家被害認定調査方法やり災証明書の交付手順を検討します。 

 

〇 市有施設における休館等の判断基準の検討・掲示【総則及び予防計画編 2-８５】 

台風接近時の各市有施設における休館及び閉館の判断基準を検討・掲示します。 

 

３ 

２ 
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〇 排水機場等の運用体制の整備【総則及び予防計画編 2-１７】 

河川氾濫が想定される降雨が発生することを想定して、排水機場等での対応方法

を検討して運用体制を整備します。 

 

〇 応急対応、復旧復興の人材確保【総則及び予防計画編 2-８２】 

災害が発生した場合の円滑な応急対応、復旧・復興体制を整備するため、被災地

自治体で災害対策に従事した職員の情報を整理することで、災害時に活用できる人

材を把握します。 

 

２） 避難所運営方法の見直し 

〇 避難者に配慮した避難スペースの確保【風水害・事故対策編 1-124】【震災対策

編 1-95】 

一般避難者の避難スペースと発熱者等の専用スペースを設定します。発熱者等の

専用スペースでは、隔離した避難者の見守り、清掃の実施、食事の供給等を行うた

め、手袋・ガウン等の防護具を着用します。 

 

〇 複数の窓口による避難者の受入【風水害・事故対策編1-124】【震災対策編1-95】 

受付窓口で避難者の状態を把握したうえで、容体に応じて避難スペースを案内し

ます。また、自宅療養者の避難を確認した場合、災害対策本部に報告します。 

※巻末資料 「資料－２ 受付窓口の対象者、対応方法、収容方法」参照 

 

〇 避難所等内における感染症対策【風水害・事故対策編1-125】【震災対策編1-95】 

避難所等内の感染症対策のため、換気・マスクの着用・手洗い・咳エチケット等

の徹底、アルコール消毒液の複数箇所への設置、人が触れることが多い場所の清掃

及び消毒、ごみ収集時における防護対策、使い捨ての食器の使用等を実施します。 

 

〇 発熱者等の対応【風水害・事故対策編 1-125】【震災対策編 1-96】 

発熱者等の症状が悪化したことを把握した場合、医療班に連絡し、医師の診察を
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依頼し、診察の結果、感染症が疑われ、検査を受ける場合、結果が出るまでの間、

当該発熱者等の処遇は医師の指示に従います。 

また、検査の結果、避難者が感染症を発症したことを確認した場合、当該感染者

や避難所指定職員等の対応は南部保健所の指示に従います。 

 

３） 複合災害に関する今後の検討 

〇 複合災害に関する防災知識の普及【総則及び予防計画編 2-39】 

複合災害の普及、啓発を図るため、自然災害が複合的に発生する可能性、複合的

に発生する自然災害の組合せ、多様な発生順序等を市民、防災関係機関等に周知し

ます。 

 

〇 複合災害の被害想定【総則及び予防計画編 2-39】 

想定可能な複合災害の組合せごとに被害想定の算定に努めます。 

 

〇 防災施設の整備等【総則及び予防計画編 2-39】 

複合災害時の災害対応や業務継続性の確保を図るため、複合災害の想定結果に基

づき、庁舎等が使用できなくなった場合の活動場所や代替の指定緊急避難場所、指

定避難所及び福祉避難所を検討します。 

 

〇 緊急輸送体制の整備【総則及び予防計画編 2-40】 

複合災害の想定結果に基づき、防災関係機関と連携して代替輸送路及び輸送手段

を検討します。 
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② 感染症対策の備え 

１） 避難所感染症対策マニュアルの策定【本編掲載無し】 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を徹底するため、感染症予防と蔓延防

止のための対策を中心に、避難所運営の手法を、「避難所における感染症対策マニュ

アル（暫定版）」を策定し、施行運用しています。 

 

２） 感染予防対策物資の備蓄【総則及び予防計画編 2-53】 

避難生活の長期化、障がい者等の災害時要配慮者に対応するため、必要に応じ、

換気、照明等、避難生活の環境を良好に保つための設備を整備するとともに、感染

症予防対策物資として、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーテーション等の備

蓄を推進します。 

 

③ 避難の在り方・避難所運営体制の見直し 

１） 広域避難の基本的な考え方の整理【風水害・事故対策編 1-126】【震災対策編 1-96】 

災害対策基本法の改正を踏まえ、本計画の改訂にあたり、新たに「広域避難」を

取り入れました。 

大規模災害が発生し、市内の避難所での避難が困難で、市外に一時的に避難する

必要がある場合、埼玉県や県内市町村はもちろんのこと、県外市町村を視野に入れ

て、安全な避難施設の確保に努めます。 

避難施設の確保については、関係法令等に基づいて埼玉県や避難先の市町村と調

整を行います。 

 

２） 警戒期における避難所及び福祉避難所の開設の在り方の整理【総則及び予防計

画編 2-55】 

警戒期における福祉避難所の開設については、災害発生前で災害救助法適用前で

あることや、災害時要配慮者の受入開始に伴う体制の整備が必要であることから、
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費用負担、受入施設の職員配置などを含めて検討します。 

 

３） 要配慮者や女性のために必要とされる物資及び備蓄の拡充【風水害・事故対策

編 1-122】【震災対策編 1-92】 

避難所に滞在している災害時要配慮者、女性等における多様な物資ニーズに対応

するため、避難所指定職員が各避難所で避難している災害時要配慮者、女性等の要

望を確認した上で、埼玉県や民間事業者から必要な物資を調達します。 

※巻末資料 「資料－３ 災害時要配慮者、女性等に必要な物資（例）」参照 

 

４） 宿泊施設の活用方法の検討【総則及び予防計画編 2-56】【風水害・事故対策編

1-120】【震災対策編 1-90】 

避難所での生活が困難な要配慮者を受け入れる福祉避難所や、感染症下における

避難者間のソーシャルディスタンス確保の観点から、追加確保する臨時避難所とし

て、宿泊施設の活用を調査・検討します。 

また、避難生活が長期化した場合、必要に応じて宿泊施設への移動を避難者に促

します。 
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（２）災害対策基本法の改正を踏まえた主な見直し事項 

① 災害対策基本法の改正 

１） 避難勧告・避難指示の一本化【風水害・事故対策編 1-112】 

災害対策基本法の改正により、「避難勧告・避難指示」が「避難指示」に一本化

されました。また、「避難準備・高齢者等避難開始」が「高齢者等避難」、「災害発生

情報」が「緊急安全確保」に名称変更されました。 

市は、気象台からの注意報・警報及び気象情報、国・県からの河川情報、安全パ

トロール等の情報から判断して、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保を発令し

ます。 

 

２） 個別避難計画の作成における市町村の努力義務化 

災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者の個別避難計画の作成が自治体

の努力義務と位置付けられました。 

 

〇 個別避難計画の作成【総則及び予防計画編 2-7７】 

市は、戸田市避難行動要支援者避難支援制度によって、平成 25 年から登録申請

書に基づいて個別避難計画を作成し、迅速な避難支援や安否確認を行うために、登

録申請者のお住まいの町会・自治会長、消防、警察等に情報提供を行っています。 

 

〇 避難行動要支援者の個人情報に対する配慮【総則及び予防計画編 2-7７】 

市は、避難支援等関係者、お住まいの町会・自治会長、消防、警察等に対して個

別避難計画を提供する場合、個別避難計画の漏洩防止の必要な措置を求め、避難行

動要支援者及び第三者の権利利益を保護するための必要な措置を検討します。 

なお、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、避難行動要支援者の生

命又は身体を災害から保護するために特に必要がある場合、避難行動要支援者本人

の同意を得ることなく、避難支援等関係者等に個別避難計画を提供することで避難

支援を実施します。 
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② 防災基本計画（国）の修正 

１） 最近の制度改正・法改正、頻発する自然災害に対応し災害対策の実施体制の強

化を図るための修正 

〇 居住誘導区域内住居への対応【総則及び予防計画編 2-２】 

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持

することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、戸田市

立地適正化計画に基づいて定めた区域です。 

居住の防災対策・安全確保対策を図るため、災害リスクを踏まえた防災指針を位

置付けます。 

 

〇 特定空家等への措置【総則及び予防計画編 2-10】 

災害によって倒壊するおそれがあると認められる特定空家等の所有者等に対し

て指導、助言又は勧告を行います。 

 

〇 上戸田地域交流センターの活用【総則及び予防計画編 2-44】 

災害時に男女共同参画の視点に立った対応を実施するため、男女共同参画の推進

拠点である上戸田地域交流センターにおける災害時の役割を検討します。 

 

〇 警戒期における従業員の安全確保対策の啓発【総則及び予防計画編 2-88】 

豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況である場合に、避難を実施する場合にお

ける混乱等を防止するため、事業者がテレワークの実施、時差出勤、計画的休業な

どの不要不急の外出を抑制する対策や安否確認手段を確保することによって、従業

員の安全を確保するよう啓発します。 

 

〇 ボランティアに関連する費用請求【風水害・事故対策編 1-177】【震災対策編

1-156】 

ボランティア活動と救助の調整事務を災害ボランティアセンターに委託する場
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合、当該事務に必要な人件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象として請求し

ます。 

 

③ 避難情報に関するガイドラインの改訂 

１） 避難情報の発令基準の見直し【風水害・事故対策編 1-113】 

災害対策基本法の改正による避難勧告・避難指示の一本化や避難情報の名称変更

により、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の発令基準が見直されました。 

 

（３）県地域防災計画、県水防計画の修正を踏まえた主な見直し事項 

① 埼玉県地域防災計画、埼玉県水防計画の反映 

１） 過去の災害対応の教訓、防災基本計画の改訂等を踏まえた修正 

〇 通信回線の冗長化【総則及び予防計画編 2-43】 

防災行政無線の通信回線における確実な通信連絡体制の確保のため、冗長化を検

討するとともに、バックアップシステムについては、地理的に離れた場所への設置

に努めます。 

 

〇 非常用電源等の確保【総則及び予防計画編 2-44】 

停電の長期化や燃料が補給できない事態に備え、防災活動拠点に対して最低 3 日

間の発電が可能となる電源や燃料の多重化、再生可能エネルギー、蓄電池等の導入

を推進します。 

 

〇 適切な避難行動に関する普及啓発【総則及び予防計画編 2-56】 

大雨や台風等が接近し水害の危険性が高まっているときに自らがとる行動をあ

らかじめ時系列で整理するマイ・タイムライン作成に関する資料を公開し、マイ・

タイムライン作成に関する普及啓発に努めます。 

また、「自らの命は自らが守る」という意識や、自らの判断で避難行動をとるな

ど、早期避難の重要性を周知します。 
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〇 被災中小企業支援【総則及び予防計画編 2-83、2-88】 

戸田市商工会と連携して、災害発生時に中小企業等の被害状況を迅速かつ適切に

把握できる体制を検討します。 

また、小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・減災対策の普

及を促進するため、戸田市商工会による事業継続力強化支援計画の策定を推進しま

す。 

〇 埼玉県・市町村人的相互応援制度に基づく応援要請【風水害・事故対策編 1-81】

【震災対策編 1-59】 

災害発生後、市単独で災害対応を十分に実施できない場合、埼玉県に「彩の国災

害派遣チーム」の派遣を要請します。 

なお、埼玉県が県内自治体の相互応援だけで災害対応を実施することが困難であ

ると判断した場合は、応急対策職員派遣制度に基づいた応援職員の派遣要請を実施

されることになります。 

また、災害マネジメント支援が必要な場合、県又は対口支援団体に対し、総括支

援チームの派遣を要請します。 

※巻末資料 「資料－４ 派遣対象業務」参照

〇 損壊家屋の解体【風水害・事故対策編 1-170】【震災対策編 1-149】 

損壊家屋の解体を実施する場合には、解体業者、廃棄物処理業者、建設業者等と

連携した解体体制を整備の上、実施します。必要に応じて速やかに他の地方公共団

体への協力要請します。 

〇 本部体制の報告【震災対策編 1-76】 

市内で震度 6 弱以上の揺れを観測した場合、「市町村行政機能チェックリスト」

を使用して、市災害対策本部体制の状況を調査して、調査結果を埼玉県に報告しま

す。 
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〇 南海トラフ地震臨時情報発表に伴う対応措置【震災対策編 1-162～1-166】 

従前から切迫性が懸念されてきた東海地震については、大規模地震対策特別措置

法に基づき、地震予知を前提とした対策が講じられてきましたが、平成 29 年に見

直しが行われ、南海トラフ地震を対象とした対策に転換することになりました。 

市では、気象庁より発表される南海トラフ地震に関連する情報を受けた場合、災

害警戒本部（レベルＡ）を配備し、あらかじめ定められた伝達系統及び伝達手段に

より、庁内及び防災関係機関に情報を伝達するとともに、市民、企業等に適切に対

応を呼びかけます。 

 

（４）災害対策本部体制の見直しを踏まえた主な見直し事項 

① 組織改正の反映 

１） 所管する業務分担や班編成、配備体制の見直し【風水害・事故対策編 1-2～1-4】 

〇 風水害時の災害警戒本部及び災害対策本部の配備基準の変更 

災害警戒本部の設置基準(レベルＢ)を従来の災害対策本部体制の配備基準(レベ

ルＣ、レベルＤ)に移動させることで、災害対策本部体制の配備基準(レベルＢ、レ

ベルＣ、レベルＤ)に変更しました。 

これにより、早い段階から災害対策本部を設置することを可能とし、組織的な対

応を行います。 

※巻末資料 「資料－５ 災害対策本部の設置基準」参照 

 

〇 南海トラフ地震臨時情報発表時の体制【震災対策編 1-1】 

気象庁より発表される南海トラフ地震に関連する情報のうち、南海トラフ地震臨

時情報が発表されたなどの場合で、市内で地震による災害のおそれがある場合、危

機管理防災課を事務局とした地震準備体制を配備します。 

地震準備体制では、後発地震に備え、物資調達・輸送調整等支援システムを使用

した備蓄状況の確認及び地域内輸送拠点の準備に関する連絡を中心とした活動を行

います。 
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② 諸計画の反映 

１） 戸田市第 5次総合振興計画、戸田市国土強靱化地域計画、戸田市防災基本条例

に掲げる方針や理念の反映 

 

〇 市民、事業者、市、議会の責務【総則及総則編 1-20】 

戸田市防災基本条例で規定している市民、事業者、市、議会における平常時の備

えや災害発生時における役割を戸田市地域防災計画でも明記しました。 

 

〇 消防団員の確保及び強化【総則及予防計画編 2-2１】 

学校、事業所、自主防災会等を通じて消防団への入団を働きかけ、女性も含めた

多様な人材を確保します。 

また、広報紙やホームページの活用、消防団員の地域コミュニティへの参加等に

より、消防団の積極的な PR に取り組みます。 

 

〇 雨水貯留施設の設置【総則及予防計画編 2-1７】 

土地開発が行われた地区では、地表面が整備されたことにより排水施設へ雨水が

集中し、河川が氾濫する危険性が高まるため、公共施設や公共空地等に貯留池、遊

水池等の雨水貯留施設を設置していますが、特に、浸水被害が多いエリアの地下空

間には大規模な雨水貯留管の整備を促進します。 

 

〇 出火防止対策の普及【総則及予防計画編 2-2０】 

市では、出火を防止するため、過熱防止機能の付いたガス器具、耐震自動消火装

置等の普及や管理の徹底を図っていますが、新たに分電盤の主幹ブレーカーを強制

遮断して電源をストップする感震ブレーカーの設置及びその普及啓発に努めます。 
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（５）各種支援制度の規定内容更新 
【該当章・節】 

●災害復旧計画編 第３章 生活再建等の支援 第３節 被災者生活再建支援制度等 

被災者生活再建支援法、埼玉県の支援制度等について、現在の法律、各種規定に

則り更新を行いました。 

 

（６）資料編の見直し事項 
【該当章・節】 

●資料編全編（改訂作業中） 

資料編に添付する条例、関係機関連絡先、各種備蓄品等の数量等について、時点

修正を行うとともに、必要な書式等の見直しを行います。 

 

 

（７）改訂された上位・関連計画との整合性 

今回の戸田市地域防災計画の改訂にあたっては、令和３年５月に修正された「災

害対策基本法」及び「防災基本計画（中央防災会議）」、令和３年３月に改正された

「埼玉県地域防災計画（埼玉県防災会議）」に示される各種法令、各種災害対策計画

と整合を図るものとしています。 
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【巻末資料】 

資料－１ 戸田市地域防災計画の構成 

総則及び災害予防計画編 

(1) 戸田市で想定される自然災害、事故災害の特性 

(2) 戸田市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体、その他防
災関係機関が実施する防災業務の大綱 

(3) 災害に強いまちづくりに関する計画 

(4) 災害発生時の応急対策や復旧の備えに関する計画 

(5) 防災組織づくり、訓練、研修、教育による地域防災力の向上に関する計画 

災害応急対策計画編（風水害・事故対策編） 災害応急対策計画編（震災対策編） 

(1) 風水害発生時における市の活動体制の計画 

(2) 同 情報の収集及び伝達に関する計画 

(3) 同 応援の要請に関する計画 

(4) 同 住民の避難や救助に関する計画 

(5) 同 飲料水、食料等の供給に関する計画 

(6) 同 衛生、医療に関する計画 

(7) 同 広域応援及びボランティア等の受入に
関する計画 

(8) その他、風水害発生時における各種対策 

(9) 各種事故災害における応急対策 

(1) 地震発生時における市の活動体制の計画 

(2) 同 情報の収集及び伝達に関する計画 

(3) 同 応援の要請に関する計画 

(4) 同 住民の避難や救助に関する計画 

(5) 同 飲料水、食料等の供給に関する計画 

(6) 同 衛生、医療に関する計画 

(7) 同 広域応援及びボランティア等の受入に
関する計画 

(8) その他、地震発生時における各種対策 

(9) 南海トラフ地震臨時情報発表に伴う対応措
置 

災害復旧計画編 

(1) 災害の復旧及び復興に関する計画 

(2) 生活再建等の支援に関する計画 

資料編 

(1) 条例 

(2) 協定書 

(3) その他計画に関わる各種資料 
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資料－２ 受付窓口の対象者、対応方法、収容方法 

 避難者受付窓口 専用受付窓口 
受付対象者 ・体調不良の自覚がない避

難者 
・体調不良の自覚がある避難者 
・発熱等の症状者や濃厚接触者の避難者 

窓口での対応 ・手指の消毒、検温の実施 
 

・手指の消毒の実施 
・問診の実施 

避難者の収容 ・発熱などの症状がない避

難者に対しては、通常の

避難スペースでの避難

を案内 
・発熱などの症状がある避

難者に対しては、専用受

付窓口での再受付を案

内 

・問診の結果、濃厚接触者以外の避難者

は、発熱等の症状者の専用スペースで

の避難を案内 
・問診の結果、濃厚接触者の避難者は、

濃厚接触者の専用スペースでの避難を

案内 

 

資料－３ 災害時要配慮者、女性等に必要な物資（例） 

高齢者 紙おむつ、尿とりパッド（女性用、男性用）、おしりふき、嚥下しや

すい食事、ポータブルトイレ、車椅子、ベッド、老眼鏡、防犯ブザー、

義歯洗浄剤 

乳幼児 タオル、紙おむつ、おしりふきなどの衛生用品、哺乳瓶、人工乳首（ニ

ップル）、コップ（コップ授乳用に使い捨て紙コップも可）、粉ミル

ク（アレルギー用含む）・液体ミルク、お湯、乳幼児用飲料水（軟水）、

離乳食（アレルギー対応食を含む）、哺乳瓶消毒剤、洗剤、洗剤ブラ

シ等の器具、割りばし、煮沸用なべ（食用と別にする）、沐浴用たら

い、ベビーベッド、小児用薬、乳児用衣料、おぶい紐、ベビーカー等 

肢体不自由者 紙おむつ、ベッド、車椅子、歩行器、杖、バリアフリートイレ 

病弱者 

内部障害者 

医薬品や使用装具、オストメイトトイレ、気管孔エプロン、酸素ボン

ベ 

聴覚障害者 補聴器、補聴器用電池、筆談用ミニボード、マジック、文字放送テレ

ビ 

視覚障害者 白杖、点字器、ラジオ 

知的障害者 

精神障害者 

発達障害者 

医薬品、嚥下しやすい食事、紙おむつ、洋式の 簡易トイレ、簡易間

仕切り、絵や文字で説明するための筆記用具 

女性 女性用下着、生理用品・おりものシート・サニタリーショーツ等の衛

生用品、中身の見えないゴミ袋、防犯ブザー、ホイッスル 

妊産婦 マット、組立式ベッド 

外国人 外国語辞書、対訳カード、部屋札用ピクトグラム（絵文字）、スプー

ン・フォーク、ハラール食、ストール 
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資料－４ 派遣対象業務 

種別 期間 業務・職種 

対象 短期 
災害対策本部運営、避難所運営、物資搬出入、住家被害認定、り

災証明書交付、生活再建各種相談、ボランティア受付支援等 

対象外 
短期 

国や関係団体に

よるルールのあ

る職種 

DMAT、DPAT、給水車・水道、下水道施設要

員、保健師、管理栄養士、被災建築物応急危

険度判定士、農地・農業用施設復旧、土木技

術職員等 

中長期 ― 

 

資料－５ 災害対策本部の設置基準 

配備体制 設置基準 

レベルＢ 

① 警報（大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雪のいずれか）が戸田市域に発
表され、災害の発生が予想される場合 

② 市域に浸水や災害が発生したとき 

③ その他状況により市長が必要と認めたとき 

レベルＣ 

① 特別警報（大雨・大雪・暴風・暴風雪のいずれか）が戸田市域に発表
されたとき 
② 市域で大規模な浸水や災害が発生した場合で、市長が必要と認めたと
き 
③ その他状況により市長が必要と認めたとき 

レベルＤ 
① 大規模な災害が発生し、レベルＣの体制で対処できないとき 
② その他状況により市長が必要と認めたとき 

 

 


